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１ 総 則 

 

（目的） 

第１ 本仕様書は、中野市（以下「甲」という。）が、「国土調査法」に基づき実施する

地籍調査事業に伴う調査及び測量業務の各作業方法等を国土交通省令で定める要

件に該当する本業務受託者（（以下「乙」という。）が円滑に実施する上で必要な事

項を定めるものである。 

 

（準拠する法令等） 

第２ 本業務の実施に当たっては本仕様書のほか、請負契約書及び下記の関係法令等に

基づき実施する。 

（１）国土調査法（昭和 26年法律第 180 号） 

（２）国土調査法施行令（昭和 27年政令第 59号） 

（３）地籍調査作業規程準則（昭和 32年総理府令第 71号）（以下「準則」という。） 

同運用基準（平成 14 年国土国第 590 号国土交通省土地・水資源局長通知）

（以下「運用基準」という。） 

（４）電子基準点のみを与点とする地籍図根三角測量解説準則改訂版（平成 28年

４月 25日版国土交通省土地・建設産業局地籍整備課） 

（５）ネットワーク型ＲＴＫ法による単点観測法マニュアル‐改訂版‐（平成 28

年６月国土交通省土地・建設産業局地籍整備課） 

（６）単点観測法（ネットワーク型ＲＴＫ法）による細部図根測量マニュアル 

（７）マルチＧＮＳＳ地籍測量マニュアル 

（８）電子基準点のみを与点とした地籍図根多角測量マニュアル 

（９）地籍図の様式を定める省令（昭和 61 年総理府令第 54号） 

（10）地籍簿の様式を定める省令（昭和 53 年総理府令第３号） 

（11）地籍調査事業（外注）実施要領（平成 15年国土国第 504 号国土交通省土地・

水資源局国土調査課長通知） 

（12）地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成 14年国土国第 591 号国土交通省

土地・水資源局長通知）同細則（平成 14年国土国第 598 号国土交通省土地・

水資源局国土調査課長通知） 

（13）地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る添付書類の作成要

領（平成 14年国土国第 593 号国土交通省土地・水資源局長通知） 

（14）地籍調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領(令

和３年国不籍第 580 号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知） 

（15）「地籍調査必携 2024 年版」 

（16）測量法（昭和 24年法律第 188 号） 

（17）中野市財務規則（平成 17年４月１日中野市規則第 42号） 

（18）中野市公共測量作業規程 

（19）中野市個人情報保護条例（平成 17年４月１日中野市条例第 24号） 

（20）中野市個人情報保護条例施行規則（平成 17年４月１日中野市規則第 16号） 
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（21）中野市地籍調査作業規程（平成 27年５月 29日中野市訓令第３号） 

（22）不動産登記法等関連法規（参考） 

（23）その他関係法令 

 

（受託者の要件） 

第３ 乙は、地籍調査の実施を通じて、地籍調査の各工程について、知識と経験、工程

等の管理に関する能力を有する者であること。 

２ 国土調査を適確に実施するに足りる技術的な基礎を有する者であること。 

３ 法人の役員又は職員の構成が、国土調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがな

い者であること。 

４ 国土調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国土調

査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない者であること。 

５ 前三項に定めるもののほか、国土調査を実施するにつき十分な適格性を有する者

であること。 

 

（実施計画等） 

第４ 本業務を遂行するに当たり、乙は契約締結後７日以内に次の書類を甲に提出し、

承認を得ること。また、その計画を変更しようとする時も同様とする。 

（１）作業実施計画書 

（２）着手届 

（３）工程表 

（４）主任技術者届、現場代理人届及び作業従事者届 

（５）技術者経歴証明書 

（６）その他甲の指示する書類 

２ 作業実施計画書の作成については、事前に甲と協議すること。 

 

（一括再委託等の禁止） 

第５ 乙は、本業務の全部又は、本仕様書において指定した主たる部分を第三者に委託

してはならない。 

２ 乙は、前項に規定する以外の業務の一部を第三者に委託するときは、あらかじめ

甲の承諾を受けなければならない。ただし、甲が本仕様書において指定した軽微な

部分を委託するときは、この限りでない。 

 

（主任技術者等） 

第６ 乙において選任する主任技術者は、測量士の資格を有すること。その品質及び各

工程を適切に管理するために地籍調査管理技術者、地籍工程管理士及び地籍主任調

査員の資格を有する者とし、且つ、一筆地調査を含む国土調査業務の実務経験を５

件以上有するものとする。（実績証明書を添付） 

２ 乙において選任する現場代理人は、地籍調査管理技術者又は地籍主任調査員の資

格を有する測量士又は測量士補とし、Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｈ工程及び認証までの
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工程に精通し、実務経験を有する者とする。（実績証明書を添付） 

３ 主任技術者、現場代理人とも乙と直接的かつ恒常的な雇用関係がある者とし、在

籍出向社員及び派遣社員は認めない。 

４ 乙は、一筆地調査作業に従事する際は、地籍調査管理技術者又は地籍主任調査員

の資格者を、常時現場に１名以上配置すること。 

５ 乙は、測量作業に従事する際は、測量士又は測量士補の資格を有する者を、常時

現場に１名以上配置すること。 

 

（関係官公署との調整） 

第７ 乙は、本業務を遂行するに当たり、関係官公署との調整が必要な場合は、甲と共

に対応すること。 

 

（貸与資料） 

第８ 本業務を実施する上で必要な資料等（甲以外の第三者が管理する資料等を含む。）

は、甲が乙に貸与する。 

２ 乙は、本業務遂行上、貸与資料等の複製が必要な場合は、甲の承諾を得て行う。 

３ 乙は、貸与資料等及び第２項の複製品については、その重要性を認識し、破損・

紛失・盗難等の事故のないように管理・取扱いを行う。 

また、本業務の完了後あるいは使用済みの場合は、甲の照合を受け速やかに返却

すること。 

 

（守秘義務） 

第９ 乙は、本業務の遂行上知り得た事項（個人情報含む。）については、本契約期間

並びに終了後も第三者に提供、漏洩してはならない。 

２ 乙は、貸与資料を使用するにあたっては、資料内容に十分留意し、個人情報等の

保護に万全を期すること。 

３ 乙は、業務上収集した情報を甲の許可なく複写及び加工、外部への持出し、並び

に目的外使用してはならない。 

４ 個人情報保護の観点から、乙は、プライバシーマーク（Ｐマーク）又はＩＳＭＳ

を取得している業者であることを条件とし、適正な個人情報保護のために、その規

定に基づき本業務を遂行すること。（証明書を添付） 

 

（身分証明書及び土地立入） 

第10 乙は、本業務の実施に当たり甲が貸与する国土調査法第 24 条第３項の規定に基

づく身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があれば、これを呈示しなければなら

ない。身分証明書を所持しない者の現場への立ち入りを厳禁する。 

２ 乙は、本業務を遂行するに当たり、他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当

該土地所有者又は既住者等にその旨を通知すること。 

３ 乙は、業務終了後、速やかに身分証明書を甲に返納すること。 
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（工程管理表） 

第11 乙は、業務工程毎に作業内容、作業手法等を甲と協議を行い、協議結果を打合せ

簿に記録し、その都度甲に提出すること。 

２ 乙は、甲に毎月の業務の進捗状況を翌月５日までに報告し、提出すること。な  

お、業務実施中に乙は甲から資料の提出を求められた場合は、定められた期日まで

に作成して提出すること。 

 

（点検測量） 

第12 乙は、地籍図根三角測量（Ｃ工程）、地籍図根多角測量（Ｄ工程）、細部図根測量

（Ｆ１工程）を其々行った場合は、運用基準別表に定めるところにより点検測量を

行わなければならない。 

 

（使用機械器具） 

第13 本業務に使用する測量機械器具は、国土地理院の検定機関名簿に登録された検定

機関による検定証明書又は主任技術者による測量機の点検確認書を本業務の着手

時までに甲に提出し、承諾を得ること。 

 

（安全の確保） 

第14 乙は、本業務の実施に当たり、次の各項により、地元関係者との無益な摩擦や紛

争を起こさないよう細心の注意を払い、作業を実施すること。 

２ 交通及び保安に関係のある作業については、あらかじめ所管官公庁と十分な打 

ち合わせの上施行すること。 

３ 本業務従事者は常に言動には十分注意すること。 

４ 本業務中事故が生じた場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因経 

過及び事故による被害の内容について速やかに甲に報告すること。 

 

（成果品の検査・納品） 

第15 乙は、本業務の成果品の検査については、主任技術者立ち会いの上、工程毎又は

業務完了後、甲の検査を受けること。 

２ 乙は、甲から本仕様書に適合しないものとして修正の指示があった場合は、乙 

はこれを速やかに修正し、再検査を受けること。 

 

（成果品の瑕疵） 

第16 乙は、納品後、成果品に瑕疵が発見された場合は、甲の指示に従い必要な処理を

乙の負担において行う。 

 

（成果品の帰属） 

第17 本業務で使用された資料及び成果品等は、全て甲に帰属するものとし、乙は甲の

承諾を受けないで他に公表、貸与してはならない。 
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（業務の完了） 

第18 本業務の完了は、乙は甲に８に定める成果品に業務完了届、納品書等を添えて提

出し、検査に合格した時をもって完了とする。 

 

（損害の賠償） 

第19 乙は、本業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は、直ちに甲にその状況及び内

容を連絡し、甲の指示に従い処理し、損害賠償の責任は乙が負うものとする。 

 

（疑義） 

第20 乙が、本業務実施に当たり、本仕様書に定めなき事項及び疑義が生じた場合は、

甲と協議の上、指示を受けること。 

 

（その他事項） 

第21 乙が、本業務実施に当たり、本仕様書によるもののほか、作業内容については、

甲と協議の上、作業内容の変更を行うものとすること。 

 

 

２ 業務の概要 

 

（業務概要） 

第22 業務概要は次のとおりとする。 

（１）実施区域 中野第６工区 

（２）精  度 甲３ 

（３）調査面積 0.04ｋ㎡ 

（４）作業工程 E2、FⅠ、FⅡ-1、ＴＥ、ＴＲ工程 

（５）縮  尺 1/500 

（６）傾斜条件 緩傾斜地 

（７）視通条件 市街Ⅰ 

（８）計画区総筆数 調査前 120 筆 

調査後 108 筆 

（９）一筆平均面積 調査前 333 ㎡ 

調査後 370 ㎡ 

（10）筆の形状 不整形地 

（11）測量の方法 地上法 

 

（業務内容） 

第23 作業工程は次のとおりとする。 

（１）一筆地調査（Ｅ工程） 

（２）細部図根測量（ＦⅠ工程） 

（３）一筆地測量（ＦⅡ－１工程） 
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（４）復元測量に伴う現地調査（ＴＥ工程） 

（５）復元測量（ＴＲ工程） 

 

（貸与） 

第24 本業務を遂行するため、甲は乙に次の資料を貸与する。 

（１）一筆地調査、復元測量に必要な資料  一式 

（２）市町村内区画番号記載図  一式 

（３）基本三角点・地籍図根三角点等の成果及び点の記  一式 

（４）一筆地調査業務成果    一式 

（５）地籍図根三角測量業務成果 一式 

（６）地籍図根多角測量業務成果 一式 

（７）細部図根測量業務成果   一式 

（８）一筆地測量業務成果    一式 

（９）国土調査法施行令第 14条に定める、あるいは準ずる身分を示す証票 一式 

（10）その他関係資料  一式 

２ 貸与品について乙は、甲からの請求若しくは本業務の終了後、直ちに甲に返納 

すること。 

 

３ 一筆地調査（Ｅ工程） 

 

（一筆地調査における業務分担） 

第25 甲と乙の業務分担は以下のとおりとする。 

24 作業名 作業内容 甲 乙 備  考 

E1 作業準備 

作業打合せ ○ ○  

作業打合せ簿の作成  ○  

作業進行予定表の作成  ○  

貸与資料の準備 ○   

登記所調査（要約書、公図等） ○   

所有者等名簿作成  ○  

住所不明者の調査 ○   

説明会（地元、所有者等）の通知 ○ ○  

説明会（地元、所有者等）資料の作成  ○  

説明会（地元、所有者等）の開催 ○ ○  

出席者名簿（地元、所有者等）の作成  ○  

推進協力員の選任 ○   

推進協力員への説明会 ○ ○  

登記所・県等関係機関との調整 ○ ○  

E2 
作業進行予

定表の作成 

現地調査計画立案  ○  

現地調査計画案審査 ○   

E3 単位区域界 単位区域界調査 ○ ○ 甲の同行 
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調査 

E4 
調査図素図

等の作成 

調査図素図の作成  ○  

調査図一覧図の作成  ○  

地籍調査票の作成  ○  

調査図素図等の審査 ○   

E5 
現地調査の

通知 

立会日程案作成  ○  

立会通知書の発送 ○ ○  

立会通知書受領確認書 ○ ○  

E6 
市町村の境

界調査 
通知・立会 ○  該当無し 

E7 現地調査 

作業日誌の作成  ○  

所有者、地番、地目、筆界標示杭の調

査 
○ ○ 

甲同行 

立会写真撮影・記録 
 ○ 

甲が指示し

た場合のみ 

筆界基準杭設置  ○  

農地から農地以外の変更調書 ○ ○  

調査図等の整理  ○  

地籍調査票への記入、署名押印  ○  

E8 

 

取りまとめ 

 

問題点等報告書  ○  

境界確認不調箇所調書（完了報告書）  ○  

一筆地調査工程管理（各工程） ○   

一筆地調査完了報告書（集計表）  ○  

点検整理  ○  

E9  実施者検査 実施者検査 ○   

E10 認証者検査 認証者検査 ○   

再 

調査 

再調査は原

則２回とす

る 

再調査計画 ○   

再立会通知書の発送 ○   

再調査 〇 ○ 甲同行 

調査図等の整理  ○  

 

（計画・準備等） 

第26 乙は、本業務の実施計画をたてるとともに、必要な資料の収集及び作業準備を行

う。 

 

（作業進行予定表） 

第27 乙は、一筆地調査の作業進行予定表を作成し、甲に提出すること。 

２ 一筆地調査の実施時期については、甲の指示に従うこと。 
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（推進協力員） 

第28 甲は、地籍調査事業を円滑に進める上で、調査対象地区に推進協力員の選任を依

頼し、地籍調査全般にわたっての協力を得るものとし、係る費用は甲が負担する。 

 

（単位区域界の調査） 

第29 甲と乙は、地籍調査実施区域の現地調査を行う。 

 

（関係機関との調整） 

第30 甲は、乙が円滑に調査の実施ができるよう、調査に関係する関係諸官庁等に対し、

書面により乙に委託した旨を周知し、調査への協力を要請するとともに乙を同行さ

せて調査の調整を行う。 

 

（関係資料の収集） 

第31 資料の収集は、原則として甲が行い、乙へ貸与する。 

 

（説明会の開催） 

第32 一筆地調査を行うに当たり甲と乙は、地域住民及び土地の所有者、その他の利害

関係人又はこれらの者の代理人等（以下「所有者等」という。）からの信頼を確保

するため、並びに本事業への理解を得るため説明会を開催し、本事業の円滑な実施

に努めるものとする。 

２ 甲は、説明会に当たり会場の手配、開催日の通知を土地の所有者、その他の利害

関係人へ行う。 
３ 乙は、一筆地調査及び測量方法、期間、境界杭等の設置に関する事項等を、説明

する。 
４ 乙は、説明会に地籍調査管理技術者又は地籍主任調査員の資格を有する者を１名

以上配置すること。  

 

（筆界境界杭等の提供及び返納） 

第33 筆界境界杭等は甲から乙に提供する。 

２ 甲が乙に提供した、筆界境界杭等の余りがある場合は返納すること。 

３ 甲が乙に提供した、仮杭について、乙は、原則として一筆地測量が完了次第撤去・

回収すること。 

 

（現地調査の通知） 

第34 現地調査の通知事務は、乙が行う。ただし、住所不明者の調査については甲が行

うものとする。 

２ 乙は、現地調査の実施を通知するため土地の所有者等に立会目的、日時等を記載

した立会通知文を作成する。この場合、乙は甲と十分な打ち合せの上、現地調査に

着手する時期を決定し、その日時、場所、所有者等を記入し、現地調査立会日程案

を作成する。 
３ 乙は、立会通知文書を立会日の二週間前までに甲及び所有者等に通知すること。 
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４ 甲は、不立会となった所有者等に再立会の日程調整及び通知文書を送付する。 
 

（作業日誌、不調箇所調書等） 

第35 乙は、現地での一筆地調査実施中の立会者氏名、調査状況等について速やかに作

業日誌を作成し、甲に提出すること。 

２ 乙は一筆地調査を行うに当たり問題点等があった場合は、業務場所、問題点等を

記載した問題点等報告書を作成し、甲に提出すること。 

３ 乙は、境界確認が不調になった場合は、調査内容、処理結果等を記載した境界確

認不調箇所調書を作成し、甲に提出すること。 
 

（現地調査） 

第36 現地調査は、乙の主導で行う。 

２ 甲と乙は、立会日程表を基に、官民、民民の境界について所有者等を立ち会わせ、

当該者の同意を得るものとする。 

３ 乙は、一筆地調査の結果、筆界の確認が得られなかったものについては、その経

緯を記録し、甲に提出し、その後の調査については甲の指示に従うこと。また、必

要に応じ現況写真を撮影すること。なお、筆界未定についての最終判断は、甲が行

う。 

４ 乙は、現地調査の立会経緯を記録するために地籍調査票に所有者等に署名しても

らうものとする。また、地籍調査において同意（承認）を得ることとされている場

合には、当該同意をした所有者等に署名してもらい地籍調査票に必要な事項を記録

し、整理する。 

なお、再立会を行う箇所については、再立会後に所有者等に再度、署名をしても

らい立会時の経緯を記録すること。再立会は２回までとする。 

５ 甲と乙は立会者の立会中の安全に留意し、熱中症、蜂、危険箇所等の説明を事前

に行い、立会中に事故の無いよう努めなければならない。乙は期日までに立会者安

全対策マニュアルを甲に提出しその承認を得なければならない。 

６ 甲が指示する復元測量を行うものとする。 

７ 再立会いを含め、現地立会いは２回を原則とする。 

 

（調査図の作成） 

第37 乙は、前条の調査に基づき調査図を作成する。筆界点には番号プレートを設置し、

調査図の該当する箇所にその番号を記録する。 

２ 調査図は次の事項を記録して作成する。 

（１）分割があったものとして調査する場合。 

（２）合併(一部合併を含む)があったものとして調査する場合。 

（３）新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合。 

（４）減失(一部滅失を含む)又は不存在地があった場合。 

（５）地番を変更する場合。 

（６）地目の変更があったものとして調査する場合。 
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（地籍測量後の調査図との照合） 

第38 乙は、ＦⅡ工程で作成される図面と調査図とを照合する。 

２ 乙は、照合により不適合が発見された場合は、不適合箇所を明示する調査図の写

し等の資料を作成し、甲に提出するとともに再調査等が必要な場合は、これを実施

する。 

３ 乙は、再調査等の結果、調査図、地籍調査票及び測量結果に修正が必要な場合は、

修正する。 

 

（取りまとめ） 

第39 乙は、調査図及び地籍調査票を基に最終の照合作業を行う。 

 

（検査） 

第40 乙の担当者又は主任技術者は、地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成 14年

３月 14日付け国土国第 591 号国土交通省土地・水資源局長通知）の一覧表に規定さ

れた要目についてその記録及び成果の全数又は抽出により実施される甲の検査にお

いて立ち会うこと。 

 

 

（一筆地調査完了報告書） 

第41 乙は、一筆地調査完了報告書を作成し、地籍調査票の提出に合わせて甲に提出す

ること。 

 

４ 細部図根測量（ＦⅠ工程） 

 

（細部図根測量） 

第42 本業務は、地籍図根多角点等を基礎として所定の密度に細部図根点を設置する作

業である。 

２ 現地立会調査により筆界未定地等の不確定な筆界点の細部図根測量については、

工期内に筆界点が確定された場合は、乙の負担において測量成果を作成する。 

 

（細部図根点標識等の提供及び返納） 

第43 細部図根点の標識等は甲から乙に提供する。 

２ 甲が乙に提供した、標識等の余りがある場合は返納すること。 

 

（細部図根点の選点及び標識の設置） 

第44 細部図根点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ標識の保存が確実である

位置に選点する。 

２ 細部図根測量における多角路線の長さは、運用基準に定めるものとする。 

３ 細部図根点の標識は、プラスチック杭等を設置する。 

４ 細部図根測量は、多角測量法を原則とするが、見通し障害等により止むを得ない

場合には、放射法によることができる。 
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（観測及び測定） 

第45 細部図根測量における観測及び測定の方法は、運用基準に定めるものとする。 

２ 本業務における観測及び測定は、ＧＮＳＳ測量機若しくはトータルステーション

を用いること。 

 

（細部図根測量の計算） 

第46 細部図根測量における計算の単位及び制限は、運用基準に定めるものとする。 

２ 計算結果は、細部図根測量精度管理表、細部図根点網図及び細部図根点成果簿に

取りまとめること。 

３ 当該地籍測量の精度区分が国土調査法施行令別表第４に定める乙二、乙三の区域

においては、標高の計算を省略することができるものとする。 

４ 観測、測定及び計算結果が運用基準別表に定める制限を超えた場合は、観測中の

諸条件を吟味し、許容範囲を超えた原因を考慮して再測するものとする。 

５ 細部図根測量を行った場合は、国土調査法施行令別表第19に定めるところにより

点検測量を行わなければならない。 

 

 

（網図の作成） 

第47 地籍図根三角点網図は、二万五千分の一、一万分の一又は五千分の一とし、地籍

図根多角点網図及び細部図根点網図は、一万分の一、五千分の一又は二千五百分の

一とする。 

 

５ 一筆地測量（ＦⅡ－１工程） 

 

（一筆地測量） 

第48 本業務は細部図根点等を基礎として各筆の筆界の位置を測量し、その結果を地籍

図原図に取りまとめる作業である。 

 

（観測及び測定） 

第49 放射法等による一筆地測量の観測及び測定の方法は、運用基準に定めるものとす

る。 

２ 与点において、基準方向と他の図根点等の観測を行い当該点の異動、番号誤りを

点検すること。 

３ 本業務における観測及び測定は、ＧＮＳＳ測量機若しくはトータルステーション

を用いること。 

４ 一筆地測量における筆界点の次数は、地籍図根三角点等を基礎として通算次数は、

６次までとする。 

５ 単点観測法による一筆地測量は、運用基準によるほか、ネットワーク型ＲＴＫに

よる測量方法（ネットワーク型ＲＴＫ法）により行うものとする。 
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（計算及び筆界点の位置の点検） 

第50 放射法等による一筆地測量の計算の単位及び計算値の制限は、運用基準に定める

ものとする。 

２ 観測、測定及び計算結果が運用基準別表に定める制限を超えた場合は、観測中の

諸条件を吟味し、許容範囲を超えた原因を考慮して再測するものとする。 

３ 筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検す

るように努めなければならない。 

 

 

６ 復元測量に伴う現地調査（ＴＥ工程） 

 

（計画・準備等） 

第51 乙は、本業務の実施計画を次に掲げる事項について作成するとともに、必要な資

料の収集及び作業準備を行う。 

（１）調査地域及び調査面積 

（２）調査期間 

（３）作業計画 

 

（関係資料の収集） 

第52 資料の収集は、原則として甲が行い、乙へ貸与する。 

 

（現地調査図の作成） 

第53 乙は、前条の資料に基づき、復元可能な箇所について検討し、現地調査図を作成

すること。作成に当たっては道路境界確定図、法務局備え付け地籍測量図等の資料

を基に行うこと。 

 

 

７ 復元測量（ＴＲ工程） 

 

（復元測量の方法） 

第54 復元測量は、現地調査図を基に、座標計算により現地における位置を求める方法

で行うものとする。  

 

（復元測量図の作成） 

第55 復元測量の成果は、復元測量図に取りまとめるものとする。 

２ 復元測量図には、現地における一及び番号、復元測量に用いた地積測量図等資料

の名称を記載するものとする。 
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８ 成果品 

 

（成果品） 

第56 本業務による納入成果品は次のとおりとする。 

なお、成果品の様式等は「地籍測量及び地積測定における記録及び成果の記載例」

及び「地籍簿案の作成要領」等によるものとする。 

単位作業 記 録 及 び 成 果 

１．各単位作業共通 ①工程表 

②検査成績表 

③その他測量工程上必要な資料 

２．Ｅ工程 

一筆地調査 

（現地調査後） 

①調査図 

②地籍調査票綴り 

③作業日誌（立会調書を含む） 

④地番対照表 

⑤一筆地調査完了報告書 

３．ＦⅠ工程 

細部図根測量 

 

①細部図根点選点図 

②細部図根測量観測計算諸簿・観測図（ＴＳ法） 

③細部図根点網図〔準則第67条〕 

④細部図根点成果簿〔準則第67条〕 

⑤精度管埋表（点検測量を含む） 

４．ＦⅡ－１工程 

一筆地測量 

①一筆地測量観測計算諸簿 

②精度管理表 

５．復元測量に伴う

現地調査 

① 現地調査図 

６．復元測量 ①復元測量図 

２ 地籍調査成果の電子納品については、監督職員と協議の上、実施するものとし、

「地籍調査成果電子納品要領」及び「地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイ

ドライン」に示されたファイルフォーマットに基づいて作成する。 

３ 乙は、成果品とする記録媒体は、ウイルスチェックを行い、納品するものとし、

その記録媒体は、甲が所有するウイルス検査用のパソコンで再度検査を行う。 

なお、記録媒体には、業務名称・作成年月日・発注者名・ウイルスチェックに関

する情報（ウイルス対策ソフト名／ウイルス定義年月日／チェック年月日）・フォ

ーマット形式をラベルに表示する。 

 


